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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者制作総合研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：障害者福祉施設およびグループホーム利用者の実態把握、利用の在り方

に関する研究（H29-身体・知的-一般-005 ） 

分担研究報告書 

 

分担研究課題名：グループホームにおけるスプリンクラー設置（予定含む）状況 

 

研究主任者：遠藤 浩 （独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究協力者：志賀 利一 ・ 古川 慎治 ・ 村岡 美幸 

   （独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 

A.研究目的 

認知症高齢者あるいは障害者を対象とした

グループホーム等における相次ぐ火災事故を

受け、総務省消防庁において「障害者施設等火

災対策検討部会」が開催された。そして、平成

25 年月に、消防法施行令や消防法施行規則等

の一部改正されている（平成 25 年政令第 368 

号）。これにより、消防法施行令別表第１にお

ける６項ロ（以下、「６項ロ」と呼ぶ。）に掲げ

る障害児入所施設、障害者支援施設、短期入所

を行う施設、共同生活援助を行う施設（以下、

グループホーム）については、従来の面積用件

であった「延べ面積 275 ㎡以上」が撤廃され、

障害支援区分４以上の者が８割を超える施設

については、原則として、スプリンクラーの設

置が平成 27年 4月 1日から義務づけけられた。

ただし、既存施設においては、しばらくの猶予

期間を設け、平成 30年 4月 1 日から義務化さ

れることになっている。 

既存のグループホームにおけるスプリンク

ラーの設置は、高額である他、建物が古いため

設置ができず、移転や建て替えを余儀なくされ

る事業所もあると言われている（室津，2015）。

こうした中、直近のグループホームのスプリン

クラー設置状況や今後の設置予定等について

明らかにされた調査研究は見当たらない。そこ

で本研究は、グループホームにおけるスプリン

クラー設置状況を明らかにした上で、設置義務

があるものの設置予定のない事業所の数と、そ

の理由を明らかにし、安全な環境が整えられた

上で事業所の運営が行われるよう、対応策を検

討する際の基礎資料を作成するものである。 

なお、本研究は、平成 28年度から連続・一

貫した調査であることから、前年度の研究報告

と一部重複して報告する。 

 

B.研究方法 

平成 28 年 10 月から平成 30 年 1 月にかけ

て、郵送方式による 4回（第一次～第四次）の

調査と電話調査を実施した。 

 

【第一次調査（平成 28年 10月～11月）】 

全国のグループホーム7,885 事業所※１を

対象に、往復葉書調査を実施した。調査の内容
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は、「事業所ごとに運営しているホームの数」、

「賃貸物件なのか所有物件なのか」、「戸建て

形式なのかアパートのような集合住宅形式な

のか」、「ホームごとのスプリンクラー設置状

況」、「スプリンクラーの設置が平成 30 年４ 

月以降となるホームもしくは設置しないホー

ムの理由」とした。回答は 4,014 事業所から

あり、回収率は 61.8％ であった。そのうち有

効回答は 3,901 事業所、グループホームの棟

数は 9,974 ホームであった。 

【第二次調査（平成 29年 1月～2月）】 

設置義務があるものの設置を踏みとどまっ

ているホーム数を把握するため、 第一次調査

でスプリンクラーを「平成 30 年４月以降に設

置予定」、「設置を検討中」、「未回答・未定」、

「設置しない予定」、「面積を理由に設置義務

がない」と回答した 741 ホームのうち、重複

等を精査た 587 事業所を対象にアンケート

調査を実施した。配布および回収は郵送にて

行った。調査の内容は、「事業所ごとに運営し

ているホームの数」、「障害支援区分４ 以上の

利用者が８割超のホームの有無」、「障害支援

区分４ 以上の利用者が８割超のホームのス

プリンクラー設置状況」、「設置義務があるも

のの設置予定のないホームの理由」とした。有

効回答は 427 事業所、 グループホーム数は

1,379 ホームからあり、回収率は 73.2％であ

った。 

【第三次調査（平成 29年 4月～5月）】 

第一次調査の回答を詳細に精査し、第二次

調査の対象になっていないが、設置義務があ

るものの設置を踏み留まっている可能性があ

る 302 事業所を対象に、第二次調査と同様の

アンケート調査を実施した。有効回答は 221事

業所、グループホーム数は 734ホームであり、

回収率は 73.2％であった。 

同一内容の調査である第二次・第三次調査

の合計した実施状況は、アンケート調査配布

が 899事業所、有効回答数 648事業所（2,113

ホーム）、回収率 72.9％であった。 

 

【第四次調査（平成 29年 10月）】 

経過措置半年前の段階で、第一次～第三次

調査において、スプリンクラー設置義務があ

るグループホームを運営しているものの、設

置を踏みとどまっている（設置予定のない）ホ

ーム数を把握するため、第四次調査を実施し

た。対象は、第一次調査において「平成 30年

４月までにスプリンクラー設置予定」と回答

した事業所ならびに、第二次・第三次調査にお

いて「平成 30年４月までにスクリンクラー設

置予定」、「スプリンクラー設置に関する方針

未定」と回答した 672事業所である。有効回答

は 515事業所、 グループホーム数は 2,131 ホ

ームからあり、回収率は 77.7％であった。 

平成 29 年 11 月 20 日に消防庁予防課長よ

り「消防用設備等に係る執務資料の送付につ

いて（通知）」（消防予第 355号）が発出された。

この通知には、共同住宅利用型のグループホ

ームに関して、スプリンクラー設置を免除す

る特例が記されており、この特例の対象にな

るグループホームが存在するか確認する必要

があり、第四次調査の回答から、該当する２事

業所に電話による詳細な聞き取りを行った

（平成 29年 12月実施）。 

 

C.研究結果 

【第一次調査】 

回答のあった 4,014 事業所が運営する

9,974ホームのうち、建物状況についての回答

のあった 9,936 ホームの内訳は表１の通りで

ある。なお、「集合住宅」とは、公営住宅や民

間のマンションやアパート等の一部をグルー

プホームとして利用しているものを言う。概

ね、「建物賃貸」が「建物所有」の倍、「戸建住

戸」が「集合住宅」の倍の数である。 

 

表１ グループホームの建物状況 

 戸建住戸 集合住宅 計 

建物所有 
3,184 

（32.2％） 

659 

（6.6％） 

3,843 

（38.7%） 

建物賃貸 
3,676 

（37.0％） 

2,417 

（24.3%） 

6,093 

（61.3%） 

計 
6,860 

（69.0%） 

3,076 

（31.0%） 

9,936 

（100%） 

 

スプリンクラーの設置状況については、調

査（平成 28年 10月）時点で、「設置済」が 2,775

ホーム（27.8％）、「平成 30年４月までに設置

予定」が 1,158ホーム（11.6％）、「設置義務な
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し」が 4,184ホーム、「その他・未定」が 1,857

ホーム（18.6％）であった。さらに、「設置義

務なし」の内訳は、「区分 4 以上の利用者が 8

割に満たない（6項ロに該当しない）」が 3,194

ホーム、「ホーム閉鎖予定」が 3ホーム、「消防

署・自治体による確認・判断」が 132ホーム、

「面積規格外」が 34ホーム、「根拠未記入等」

が 821ホームであった。 

【第二次・第三次調査】 

第一次調査において、スプリンクラーの設

置状況について「未定・その他（平成 30年４

月以降に設置予定含む）」と回答した 1,857ホ

ームと「設置義務なし」の内訳に「根拠未記入

等」と回答した 821ホーム、合計 2,678ホーム

を運営する 889 事業所を対象に、設置義務が

ありながらスプリンクラー設置を躊躇してい

るグループホームの数をより正確に把握する

ことを目的に、第二次・第三次調査を実施た。 

回答のあった 648 事業所が運営する 2,113

ホームのうち、「設置義務なし（6 項ロに該当

しない）」が 1,844ホーム（89.2％）、設置義務

あり（6項ロに該当）」が 269ホーム（12.7％）

であった。「設置義務あり（6項ロに該当）」の

うち、「設置済」が 53ホーム、「平成 30年 4月

までに設置」が 64ホーム、「設置扶養の理由あ

り」が 112ホーム、「方針未定」が 40ホームで

あった。なお、「設置扶養の理由あり」として

は、「グループホームの閉鎖予定」、「（スプリン

クラー設置のある）グループホームに転居予

定」、「消防署・自治体の判断」であった。 

第一次～第三次調査結果からは、平成 29年

２月から５月時点において、全国のグループ

ホーム 9,974 のうち、スプリンクラーの設置

基準にありながら、平成 30年 4月までに設置

の予定が立ってないのは、少なくとも 40ホー

ム（0.4％）存在することが明らかになった。 

【第四次調査】 

経過措置が終了する半年前の段階で、設置

義務がありながらスプリンクラー設置を躊躇

しているグループホームの数をより正確に把

握することを目的に、全国 672 事業所を対象

に第四次調査を実施した。 

回答のあった、515事業所、グループホーム

2,131 のうち、「設置義務なし」が 1,244 ホー

ム（58.4％）、「設置義務あり」が 887 ホーム

（41.6％）であった。「設置義務あり」の内訳

は、既に「設置済」が 446ホーム、「平成 30年

４月までに設置」が 284ホーム、「設置不要の

理由あり」が 125ホーム、そして「方針未定」

が 14ホームであった。 

なお、「設置不要の理由あり」と回答した125

ホームの理由としては、「消予 231号通知特例」

が 31 ホーム、「消防本部判断」が 35 ホーム、

「グループホームの廃業・休業」が 5ホーム、

「グループホーム間の利用者引っ越し等によ

り 6項ロの対象外にする」が 31ホーム、「スプ

リンクラー設置の建物に移転」が 21 ホーム、

「スプリンクラー設置の建物に建替え」が 1ホ

ーム、「防火壁工事予定」が 1ホームであった。 

また、「方針未定」の理由としては、「スプ

リンクラー設置に係る経済的理由」が８ホー

ム、「方針がまとまらない」が５ホーム、「消防

署に設置基準緩和申請中」が１ホームであっ

た。 

調査終了後、「消防用設備等に係る執務資料

の送付について（通知）」（消防予第 355号）が

発出され、共同住宅利用型のグループホーム

に関して、スプリンクラー設置を免除する特

例が記された。そこで、方針未定の 14ホーム

のうち、共同住宅型利用を行っている２事業

所、５ホームについて電話調査を行った結果

は、下記のとおりである。 

 

 Ａ事業所：元職員宿舎であった７階建て

の建物で１ホーム運営している。355号通

知の特例ではない。しかし、消防署との調

整により不燃壁材等の工事によりスプリ

ンクラー設置免除との回答を得、消防署

立入検査終了している 

 Ｂ事業所：10 階以上の公営住宅建物を利

用し 4ホーム運営している。355通知の特

例ではない。全額法人負担で、簡易型スプ

リンクラー設置の工事請負契約を行った 

 

電話調査結果からは、平成 29 年 12 月末時

点で、スプリンクラー設置義務のある 9 ホー

ム（8 事業所）が、平成 30 年 4 月時点での方

針が未定である。なお、第一次調査～第四次調

査までの結果については、図１にまとめて掲

載する。 
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D.考察 

本研究は、平成 26年 3月以前に既設のグル

ープホームに対して、平成 30 年４月以降、原

則、障害支援区分 4以上の利用者が８割を超え

る場合、スプリンクラーの設置が義務付けられ

ることを受け、平成 28年 10 月から平成 29 年

12 月にかけて４回の調査を行ったものである。

全国のグループホームを運営する事業所（悉皆）

を対象とした調査では、平成 29年 12月末時点

で、戸建住居９ホームが、平成 30 年３月末時

点で、設置義務対象であるにもかかわらずスプ

リンクラー設置の見込みが立っていないこと

が明らかになった。その理由としては、「建物

賃貸の所有者からスプリンクラー設置工事の

許可が得られない」、「運営法人の経済的な理由

で工事ができない」、「建物の構造上設置費用が

非常に高く判断できない」、「（経過措置終了半

年前の段階で）運営法人の方針が決定できてい

ない」であった。また、この設置方針が決まら

ない９ホームの運営主体は、社会福祉法人４、

ＮＰＯ法人４、営利法人１である。 

今回の研究は、平成 28年度当初、全国でグ

ループホームを運営している事業所を対象に、

「スプリンクラーの設置義務があるにもかか

わらず、経過措置終了を間近に控え、その設置

が難しいと考えている」ホームを見つけ出し、

その理由を確認することを目的に実施したも

のである。結果として、平成 29 年末時点で、

９ホームがスプリンクラー設置の準備ができ

ていないことが明らかになった。制度変更に関

する国や地方自体体の周知や補助、グループホ

ーム運営法人や関係団体の努力により、スプリ

ンクラー設置がかなり進んだと考えられる。グ

ループホームを運営している事業所の多くは、

火災等の事故への備えと、利用者の生命の大切

さを重視した運営を行っていることが推測で

きる。しかし、本研究の第一次調査のアンケー

ト回収率は 59.0％であり、設置義務がありな

がら経過措置終了までに設置できないグルー

プホームは、さらに多いものと考えられる。平

成 30 年度以降も、このようなグループホーム

の運営状況について、地方自治体の障害福祉関

係部局や消防署等においては把握と今後の在

り方について指導・協議を行っていく必要があ

る。また、現在、障害支援区分 4以上が 8割に

満たないグループホームにおいても、利用者の

高齢化に伴い、６項ロの対象ホームになる可能

性がある。実際、今回の経過措置対策として、

複数のグループホームを運営している事業所・

法人においては、利用者のホーム間の引っ越し

を行い、６項ロの対象外のホームにしている事

例がいくつも存在する。当面の法遵守としては、

適当な判断だと思われるが、近い将来、グルー

プホームの新築・改修等が必要になると考えら

れる。 

グループホーム利用者の安全を守るため、

今後も定期的に、建物・設備の実態や防災の仕

組について調査することが重要だと考えられ

る。 

 

E.結論 

平成 30年 3月までに、一定の条件に合致す

る既設のグループホームも、スプリンクラー設

置が義務付けられている。本研究では、全国悉

皆調査により、この経過措置終了時点に、スプ

リンクラーの設置の見込みが無いグループホ

ームが９カ所と、非常に少数であることが明ら

かになった。 

 

※１ 平成 28 年社会福祉施設等調査の概況に

おいて、平成 28年 10月時点の共同生活

援助事業所数は 7,219事業所であり、今

回の調査に用いたグループホーム事業

実施者のデータは、重複データがかなり

存在していた（例：事業所登録の変更前

後のデータが含まれる）。 
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